
                                      
次のとおり一般競争入札に付します。

分任支出負担行為担当官　　　　　　　　　　   　
宮古空港・航空路監視レーダー事務所　森田　芳典

１. 工事概要
（１） 工 事 名　下地島空港１７ＭＭ装置撤去工事
（２） 工事場所　沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７３９－４

　　　　　沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７３９－４　下地島空港内１７ＧＳ局舎
　　　　　沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７３９－４　下地島空港内１７ＭＭ局舎

（３） 工事内容　本工事は、下地島空港１７ＩＬＳのＭＭ装置の撤去を行うものである。
（４）
（５） 　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事

である。

２． 競争参加資格
（１） 　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）

第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
（２） 　大阪航空局の平成２５・２６年度一般（指名）競争参加有資格者のうち「電気通信

工事」「Ａ等級」又は「Ｂ等級」の認定を受けていること。（会社更生法（平成１４
年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資
格の再認定を受けていること。）
　なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」（平
成２４年１０月１日付官報）に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申
請を受け付ける。

（３） 　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除
 く。）でないこと。

（４） 　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料
（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札までの期間に、大阪航空局長より
航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付空
経第３８６号。）に基づく指名停止を受けていないこと。

（５） 　次に掲げる施工実績を有すること。               　　　　　      　　　　
平成１１年４月１日以降に完成・引き渡しが完了した、下記の①または②の要件を満
たす工事（以下「同種・類似工事」という。）の実績を有する者であること。（元請
けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の
場合に限る。）
　なお、当該実績が平成１３年４月１日以降に国土交通省の発注した上記同種・類似
工事の施工実績の場合においては、工事成績評定の評定点が６５点未満であるものを
除く。

①同種工事

(注) CORINS登録のないもの（請負額５００万円未満）は類似工事とする。

②類似工事

（６） 　次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者（電気通信工事）を当該工事に
配置できること。
①平成１１年４月１日以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した以下のア）
　又はイ）の要件を満たす工事の経験を有すること。ただし共同企業体にあって
　は、構成員のうち１社の配置予定技術者が、以下のア）又はイ）の工事経験を
　有していれば良い。
　ア）同種工事
　　航空保安用の施設又は工作物の電気通信工事の新設若しくは更新工事。た
　だし、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム（ＣＯ
　ＲＩＮＳ）」に登録されていないものは類似工事とする。

　イ）類似工事
下記のａ）又はｂ）の要件を満たす工事
ａ）航空保安用の施設又は工作物と連接されて所用の目的を発揮する電気
　　通信施設、装置若しくは設備であって建設業法でいう電気通信工事に
　　該当する工事の施工実績。

入　札　公　告

平成２６年８月２５日

航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新に係る建設業法でいう電気通信工事
に該当する工事。

a.航空保安用の施設又は工作物と連接されて所要の目的を発揮する電気通信施設、装
置若しくは設備であって建設業法でいう電気通信工事に該当する工事。
b.ａ項の外、建設業法施行令第１５条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る
電気通信工事
上記a.b.のうち２件以上の施工実績を有すること。

工　　期　契約締結の翌日から平成２６年１２月２６日まで



ｂ）ａ）の外、建設業法施行令第１５条に該当する公共性のある施設又は
　　工作物に係る電気通信工事の施工実績。

②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
　る者又はこれに準ずる者であること。
③当該技術者について、入札者との直接的かつ恒常的な雇用関係が明示されるこ
　と。

（７）   大阪航空局が発注した電気通信工事で、平成２４年４月１日以降に完了した工事の
施工実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が６５点以上であ
ること。

（８）   入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。　（資本関係
又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く
。）

（９） 　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する（建設）業者又はこれに準ずる
ものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している
者でないこと。

（１０）　以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く）
でないこと

・ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出業務
・ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出業務
・ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）７条の規定による届出業務

３．入札手続等
（１） 担当部局

〒９０６―００１３　沖縄県宮古島市字下里１６５７番地
国土交通省大阪航空局　宮古空港・航空路監視レーダー事務所管理課
電話 ０９８０－７２－３１９８（内線３２）

（２） 入札説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間　平成２６年８月２５日から平成２６年９月１６日まで
交付場所　１）  上記　（１）担当部局
交付方法　無償にて貸与する。ただし、関係書類の交付・返却に要する費用は実費負
          担とする。

（３） 申請書、資料の提出期間、場所及び方法
申請書及び資料は、郵送（宅配便を含む）又は持参により平成２６年９月１６日ま
でに３．（１）に提出すること。

（４） 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法

（郵送の場合は９月３０日午後５時までに必着とすること）
開札日時は、平成２６年１０月１日　午前１１時、宮古空港・航空路監視レーダー事
務所１階入札室にて行う。

４．その他
（１） 手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。
（２） 入札保証金及び契約保証金

①　入札保証金　免除。
②　契約保証金　免除。

（３） 入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料
に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす
る。

（４） 手続きにおける交渉の有無　無。
（５） 契約書作成の要否　要。
（６） 関連情報を入手するための照会窓口　上記３．（１）に同じ。
（７） 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加　上記２（２）に掲げる一般競争

参加資格の認定を受けていない者も上記３（３）により申請書及び資料を提出するこ
とができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記２（２）に掲げる
資格の認定を受けていなければならない。

（８） 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させる
ことなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更に
ついて、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図
書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は特記仕様書等による。

（９） 詳細は入札説明書による。

入札書は、開札日時までに上記３．（１）あて持参すること。


